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農林水産大臣 殿

食料・農業・農村政策審議会会長

答 申

平成１７年３月１７日付け１６生畜第４２１０号で諮問があった平成１７年度

の生産者補給交付金に係る加工原料乳の数量の最高限度として農林水産大臣が定

める数量（以下「限度数量」という。）及び加工原料乳の補給金単価を試算に示

した考え方で定めるに当たり留意すべき事項、平成１７年３月１７日付け１６生

畜第４２０８号で諮問があった平成１７年度の指定食肉の安定価格を試算に示し

た考え方で定めるに当たり留意すべき事項並びに平成１７年３月１７日付け１６

生畜第４２０９号で諮問があった平成１７年度の肉用子牛の保証基準価格及び合

理化目標価格を試算に示した考え方で定めるに当たり留意すべき事項については、

下記のとおり答申する。

なお、併せて別紙のとおり建議する。

記

１ 生産者補給交付金に係る加工原料乳の限度数量及び補給金単価については、

生産条件、需給事情及び物価その他の経済事情を総合的に考慮すると、試算に

示された考え方で定めることは、妥当である。

２ 豚肉の安定価格については、生産条件及び需給事情その他の経済事情を総合

的に考慮すると、試算に示された考え方で定めることは、妥当である。

牛肉の安定価格については、生産条件及び需給事情その他の経済事情を総合

的に考慮すると、試算に示された考え方で定めることは、妥当である。

３ 肉用子牛の保証基準価格については、生産条件及び需給事情その他の経済事

情を総合的に考慮すると、試算に示された考え方で定めることは、妥当である。

肉用子牛の合理化目標価格については、平成１７年度につき試算に示された

考え方で定めることは、妥当である。



建 議

Ⅰ 酪農・食肉共通

１ 新たな「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」に掲げら

れた政策目標の着実な実現を通じ、自給率の向上等を図ること。その際、

制度・施策の工程管理を適切に行うとともに、適時見直しを図ること。

２ 意欲のある担い手の育成・確保を図るとともに、これに資する酪農経営

及び肉用牛経営におけるヘルパー、コントラクター等の更なる普及・定着

を図ること。併せて、畜産業における女性の果たす役割を適切に評価し、

家族経営協定の締結促進、認定農業者制度の活用を通じて女性が活躍でき

る環境を整備すること。

、 、３ 自給飼料基盤に立脚した畜産経営の育成を図るため 飼料増産運動の下

耕畜連携による稲発酵粗飼料等の生産拡大の推進、国産稲わらの飼料利用

拡大、計画的な草地更新や優良多収品種の導入、コントラクター等の活用

による生産の組織化・外部化、地域の土地条件等に対応した放牧の普及推

進等により、自給飼料の増産及び資源の有効利用を図ること。

４ 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成１１年

法律第１１２号）に基づく管理基準に対応するため、シート等を利用した

簡易なふん尿処理を行っている畜産経営について、経営規模や地域の実情

に応じて、たい肥舎等の施設整備を推進するとともに、たい肥の利活用を

促進すること。

５ 生産・加工・流通の各段階における衛生・品質管理対策を通じて、安全

・安心な畜産物の生産・供給を確保すること。また、人畜共通感染症を含

、 、 、む家畜の伝染病について 海外からの侵入防止 国内におけるまん延防止

清浄化のための対策を推進すること。

６ 科学的見地に基づき、今後とも肉骨粉等の有効利用を図るとともに、肉

骨粉の焼却経費の削減を図ること。

７ 関連対策については、その政策目的や達成度を踏まえ、適切に見直すと

ともに、実施に当たっては、透明性の確立や適切な執行に努めること。



Ⅱ 酪農・乳業関係

１ 脱脂粉乳の在庫が依然として適正在庫を大幅に超える水準となっ

ている需給状況を踏まえ、生乳・乳製品の需給の改善を図るため、

需給情報の的確な提供や脱脂粉乳の新規用途の開拓に努めるととも

に、チーズ、液状乳製品等の需要の伸びが見込まれる品目に仕向け

られる生乳の供給拡大を推進すること。

併せて、生乳流通の安定とコストの低減を図るため、指定生乳生産者

団体による広域的な需給調整を推進すること。

２ 牛乳・乳製品は、カルシウムをはじめとする多様な栄養素をバランスよ

く含む優れた食品であること等について正確な情報を伝えることにより、

消費の拡大に努めること。

３ 国際化の進展を踏まえ、乳業の経営基盤の強化及び輸入品との競争力を

有する国産乳製品の生産拡大を促進するため、乳製品工場の再編・合理化

等の各般の施策を推進すること。

４ 土地利用型酪農推進事業については、飼料基盤に立脚し、畜産環境問題

にも適切に対応し得る酪農経営を育成する観点から、早急にその在り方に

ついて見直しを検討すること。

Ⅲ 食肉関係

１ 食肉の表示については、消費者の商品選択に資する情報提供と適正な表

示の徹底に努めるとともに、消費者や流通業者などの関係者の意見を十分

に踏まえながら、今後とも改善に取り組むこと。

２ トレーサビリティ・システムを活用した生産・流通履歴情報の提供など

により、食肉及びその加工品等の高付加価値化を図り、経営体質を強化し

ようとする生産者等の自主的な取組を支援すること。

３ 肉用牛生産基盤の安定化及び養豚経営の体質強化を図るため、地域にお

ける多様な取組等への支援を通じて繁殖基盤の強化、生産コストの低減等

に努めるとともに、引き続き、経営安定のための対策を実施すること。



４ 乳用種については、保証基準価格の算定方式が見直されたが、輸入牛肉

との競争力を高め、乳用種牛肉生産の産業としての自立を促すため、品質

の向上等による新たな販路の開拓と定着のための総合的な生産・流通・販

売対策を実施すること。



○平成１７年度畜産物価格等（加工原料乳生産者補給金単価及び限度数量、指
定食肉、指定肉用子牛）

１ 加工原料乳生産者補給金単価及び限度数量

１６年度 １７年度

補 給 金 単 価 １０．５２円／ｋｇ １０．４０円／ｋｇ

限 度 数 量 ２１０万トン ２０５万トン

２ 指定食肉の安定価格
（単位：円／ｋｇ）

１６年度 １７年度

安定上位価格 １,０１０ １,０１０
牛肉

安定基準価格 ７８０ ７８０

安定上位価格 ４８０ ４８０
豚肉

安定基準価格 ３６５ ３６５

３ 指定肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格
（単位：円／頭）

１６年度 １７年度

黒 毛 和 種 ３０４,０００ ３０４,０００

褐 毛 和 種 ２８０,０００ ２８０,０００

保 証 基 準 価 格 そ の 他 の 肉 専 用種 ２００,０００ ２００,０００

乳 用 種 １２９,０００ １１０,０００

交 雑 種 １７５,０００ １７５,０００

黒 毛 和 種 ２６７,０００ ２６７,０００

褐 毛 和 種 ２４６,０００ ２４６,０００

合理化目標価格 そ の 他 の 肉 専 用種 １４１,０００ １４１,０００

乳 用 種 ８０,０００ ８０,０００

交 雑 種 １３５,０００ １３５,０００

合理化目標価格の適用期間
今回の合理化目標価格の適用期間は、平成１７年４月１日から平成１８年

３月３１日までとする。


